
一般的な申出のフロー図

（分家住宅を建てたい、農業用施設を建てたいなど）事業計画の発案

手続き完了

手続き不要

①除外・編入手続きが必要 ②軽微変更手続きが必要

当課へ変更申出書を提出

手続き完了

※タイミングは当課と協議が必要です

　見込み
　　 有

　見込み
　　無

*およそ
1ヶ月

*およそ
8ヶ月

市と県で、除外・編入の見込みを協議します

事業実施不可

※受付は年２回です

※当課で事業内容や青地か否かの確認をし、手続きの要否を判断します

当課へ相談・協議　

③届出が必要

手続き必要

当課へ届出書を提出

当課へ変更申出書を提出

手続き完了

※当課での手続きの要否だけでなく、併

せて事業実施に必要な法令（農地法等）

についても協議・調整をお願いいたしま

す。

*…期間はあくまで目安のため、長期間を要する場合もあります。


